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タイトル 中学生・高校生を事故から守る！

自転車マナー向上のため一斉街頭指導を行います。

担当 くらし・環境部 県民生活局 くらし交通安全課

T E L 交通安全班 054-221-2994

本年度は５月、10月及び１月に自転車マナー向上キャンペーン「指導強化の日」を設け、

中学生・高校生を対象とした一斉街頭指導を実施します。１月は、中学校・高等学校の通

学路を中心に、市町、学校、警察、ＰＴＡ、民間交通指導員、交通安全指導員等（約1,300

人）が協力して、自転車マナーやルールについての指導を実施します。

１ 日時 令和４年１月20日（木）

概ね午前７時30分から８時30分の間で実施場所により異なります。

２ 場所 県内各中学校・高等学校の通学路

＊県内各市町で実施。以下の３か所を中心に取材をお願いします。

(1) 清水町（午前７時30分から８時15分）

実施場所 清水町徳倉（静岡県立沼津商業高等学校敷地内）

関係学校 静岡県立沼津商業高等学校

(2) 静岡市（午前７時20分から８時00分）

実施場所 静岡市駿河区南八幡町（八幡自転車歩行者道線及び中野新田有東線）

関係学校 城南静岡高等学校・中学校

(3) 磐田市（午前７時45分から８時15分）

実施場所 磐田市中泉（農高東門前交差点）

関係学校 静岡県立磐田農業高等学校

※ 新型コロナウイルスの感染状況や雨天の場合など、街頭指導が中止になる場合がある

ため、詳細は各市交通安全担当課へお問い合わせください。

・ 清水町・・・055-981-8217（くらし安全課）

・ 静岡市・・・054-287-8697（駿河区地域総務課）

・ 磐田市・・・0538-37-4751（地域づくり応援課）

３ 主催 静岡県交通安全対策協議会

（参考）自転車マナー向上キャンペーン「指導強化の日」

関係機関が連携して、自転車通学の高校生等に対し、マナーやルールについて指導・

取締り・街頭啓発を行うもの。

中学生・高校生を事故から守る！

自転車マナー向上のため一斉街頭指導を行います。


